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地
方
税
に
於
り
る
累
進
課
税

帥

戸

正

雄

結
首
(
本
論
の
目
的
)

地
方
枕
巣
活

ω
一
般
則
論
(
一
間
四
岨
白
量
動
ニ
地
万
世
に
時
け
る
利
匂
凪
刷
白
山
畑
一
合
及
累
抽
出
白
趨
否
A
利
症
原
則
自
適
川
田
場
合
と
耕
b

f
る
地
合
け
A
迎
川
の
抑
制
ム
ロ
日
付
井
泊
川
さ
れ
ざ
る
劫
古
川
利
描
胤
山
迎
川
山

'
b
uぺ
苧
般
料
特
別
部
簡
に
依
る
場
合
引
物
柚
に
怯
る
場
合
)

;

{

{

(

(

(

 

第
一
高
各
制
地
方
甜
に
於
げ
る
察
法
適
川
(
付
雑
種
師
一
〕
J
4
M
世
物
枕
一

ω一
般
山
地
軸
川
…
家
長
穐
山
管
業
枯
一
回
主
嬰
人
税
一
は
刷
昨
日
砧
附
加
設
引
戸

動
制
い
前
挺
1
柑
質
2
利
益
原
則
と
山
闘
部
る
枕
串
は
免
措
枯
)

結
論
(
全
文
白
要
旨
)

第

院

結

-=‘ 
仁，

校
卒
ご
し
て
は
、
今
目
的
過
設
で
は
、
大
館
、
出
来
る
ガ
り
に
於
一
1
累
進
を
採
る
こ
ご
が
糊
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
此
州
問
旨
は
貸
際
立
法
じ
於
て
は
、
随
分
検
端
に
ま
で
も
競
充
せ
ら
れ
て
居
る
。
然
る
に
地
方
税
に
あ

b
τ
は、

準
設

t
・'uτι
、
飽
カ
原
則
の
外
に
利
盆
原
則

ω加
味
ご
い
ふ
ニ
正
が
い
は
れ

τ、
其
結
果
ご
し
て
此
に
て
比
例

税
が
湖
め
ら
れ
(
桂
一
)
、
質
際
で
も
我
邦
に
て
は
之
に
つ
き
比
例
が
嘗
然
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
、
一
営
に
其
的
物
税

論

毒草

第
ニ
十
λ
審

第
五
概

六
七
九

地
方
設
に
於
け
る
泉
地
諜
砧

加者、租詑研究、三告、 123.以下。1) 
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論

義

四

第
五
就

地
方
腸

ι於
け
る
累
誕
掛
揖

第
二
十
凡
審

六
八

O

ば
か

b
で
な
〈
、
人
税
た
る
戸
数
割
に
き
へ
も
比
例
が
通
用
さ
れ
て
居
る
(
睦
ニ
)
。
併
L
英
は
理
論
上
精
密
な
る
考

集
の
結
果
で
は
な
〈
、
皮
相
の
見
に
出
づ
ピ
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
今
一
慮
、
考
直
し
て
見
る
値
ゐ
h
E
思
ム

の
で

B

之
に
つ
い

τの
我
邦
世
間
際
家
的
反
省
を
乞
ひ
陀
〈
.
蕊
に
其
注
意
セ
慌
が
す
が
縛
め
に
、
此
一
文
h
y
草
す

品。

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
思
越
は
市
町
村
睦
に

τは
稀
に
姐
却
す
る
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
、
此
に
給
付
R
A
巨
樹
給
付
白
原
則
が
仰
協
に
語
裂
と
な
る

か
、
り
と
い
H
V

、
セ
リ
'
グ
マ
ン
も
.
股
絡
な
る
地
方
財
政
に
て
其
畝
甜
拙
の
範
閣
内
に
、
利
益
原
則
が
或
皮
ま
で
従
は
る
べ
き
こ
と
が
段
々
と
忌
認

{
紘
一
)

さ
品
"
。
ζ

と
と
な
り
つ
つ
あ
り
と
い
ふ
乙
之
が
田
端
る
。
加
問
リ
と
す
れ
ば
累
泊
。
原
則
は
、

b
し
ろ
、
地
方
財
政
白
耕
持
山
口
一
日
め
に
使
川
さ
れ
た

る
負
描
自
或
も
回
目
、
一
層
制
限
さ
れ
た
る
随
別
を
有
っ
て
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
制
盆
詑
は
、
前
眼
的
に
は
比
例
に
導
き
累
抽
出
に
導
か
な
い

か
ら
と
い
ふ
た
。
尤
も
セ

P
グ
マ
シ
自
身
、
地
方
植
に
利
益
原
則
的
行
は
る
る
ζ

と
に
賛
成
す
る
山
で
は
な
い
。
彼
ほ
貨
に
同
γ

グ
ナ
l
目
、
地
方

祉
に
て
利
盆
原
則
。
描
用
せ
ら
る
る
訟
に
反
謝

L
、
組
枇

H
A民
収
入
目
他
の
も
由
か
ら
、
共
が
別
薩
原
則
に
よ
り
て
誠
せ
ら
れ
た
V

と
と
に
峠
て

呉
る
・
と
い
ふ
て
居
る
。

田
中
氏
は
、

4

般
所
得
抽
は
入
国
純
資
力
量
直
耕
表
現
し
て
居
る
か
ら
、
果
話
枕
申
を
探
附
す
る
止
可
と
錦
す
。
戸
般
剖
も
亦
た
供
切
だ

3
 

、
、
、
、
、
、
、

S

M

炉
、
唱
だ
現
行
白
戸
蜘
制
制
度
師
、
累
越
の
目
的
を
費
庫
批
況
自
制
的
と
い
ふ
別
な
形
式
で
謹
成
し
て
居
る
と
い
ふ
が
累
誕
の
目
的
出
之
に
よ

(
雄
一
一
}

り
て
誼
成
さ
れ
て
居
る
主
刷
品
ゐ
白
は
柳
か
院
解
由
宇
う
だ
。
兎
も
角
、
我
闘
の
戸
鍛
割
に
は
掴
例
世
串
と
し
て
は
比
例
が
行
は
れ
て
居
る
。
一
例

と
し
て
大
医
府
白
町
村
特
別
枕
戸
般
制
曲
倒
隼
噛
則
自
件
、
第
三
障
を
事
「
る
と
、
戸
般
割
山
崎
課
劉
は
珠
算
白
定
め
た
る
戸
釦
創
純
甑
E
、
戸

鑑
制
白
一
賦
操
期
日
掛
在
に
於
け
る
納
柚
義
務
省
白
費
力
に
按
分
し
て
之
を
定
む
と
あ
る
。

第
一
段

地
方
税
累
遣
の
一
般
理
論

Roscher. Fw. 5 Aufl.. 11. S. 455. Seligman， Progr白 sivetaxation. 2 ed. 

p・301. Seligman. Studies in public finance. p. JCO 
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ト
問
題
の
重
鮪
|

l
地
方
税
に
於
げ
る
探
進

ω隠
踏
き
れ
る
の
は
、
品
に
於
り
る
利
益
原
則
の
加
味
か
ら
で
あ

る
。
其
に
て
能
カ
原
則
の
行
は
る
、
だ
り
で
は
、
累
噛
唱
は
蛍
然
で
あ
る
し
、
会
盆
逆
比
原
則
市
り
行
は
る
、
だ
け
で

四 J…

も
、
特
段
な
る
税
目
Z
し
て
は
、
菊
畑
砕
枕
、
土
地
増
岡
間
税
、
問
地
税
な
げ
と
が
越
ま
れ
、
税
率
に
う
い
て
は
出
来
る

πけ
の
累
進
が
此
等
の
殺
に
て
並
に
其
他
の
枕
に
で
も
糊
め
ら
れ
る
こ
ピ
仁
な
る
。
た
い
γ

地
方
税
に
利
盆
原
則
の

行
は
る
、
銭
的
に
、
緊
噌
唱
が
鴎
践
き
る
、
の
だ
か
ら
、
そ

L
て
其
刺
盆
原
則
は
能
カ
原
則
正
樹
立
し
て
問
題
芭
苫

る
h
の
に
か
ら
、
次
ぎ
に
此
劃
立
の
闘
係
に
於
て
、
之
よ

b
L
τ
地
方
税
に
累
進
が
通
用
古
る
べ
き
hr
静
か
を
考

察
す
る
で
あ
ら
う
。

ニ
地
方
税
に
於
け
る
利
盆
原
則
の
適
否
及
累
進
の
通
奇
-
-

A
利
盆
原
則
の
泊
用
の
場
合
E
然

ιゴ
る
場
合

、，，い
W
其
遁
用
の
場
合
1
1
地
方
税
に
於
て
も
利
益
原
則
は
金
〈
油
用
な
し
、
此
に
て
も
昨

mr抽
出
カ
原
則
の
み
行

は
る
ご
い
ふ
設
が
ゐ
る
り
れ
ど
も
(
駐
三
}
、
併
し
叉
此
に
て
能
力
原
則
ご
共
に
利
盆
原
則
が
適
用
さ
れ
、
少
〈
正
も

加
味
古
る
べ
し
ぜ
い
ふ
こ
E
も
可
な
ち
厨
〈
認
め
ら
れ
て
、
決
し
て
此
が
皐
な
る
少
歎
者
の
無
力
な
る
意
見
Z
は

す
る
こ
ぜ
を
得
な
い
註
四
三
そ
し
て
其
趣
旨
は
地
方
に
て
は
、
問
僅
ご
共
闘
髄
員
ど
が
密
接
な
る
関
係
を
有
つ

て
、
共
或
岡
館
員
が
圃
飽
的
後
遺
及
施
設
か
ら
利
盆
を
受
〈
る
こ

Z
を
、
而
か
も
他
の
岩
よ
h
も
よ
・
9
多
〈
の
利

金
を
受
{
る
こ
ど
を
或
皮
ま
で
分
別
し
て
指
示

L
得
る
に
困
る
の
で
あ
る
。
例
之
・

一
地
方
内
の
土
地
家
屋
所
有

論

叢

第
二
十
八
巻

地
方
積
に
於
け
る
累
誼
腺
積

第
五
続

五

ι ，、
λ 

拙著、租税研究、凹生、:12-234) 
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箇

議

大

地
方
積
に
於
け
る
畢
過
疎
曲

第
二
十

λ
巷

占，、
A 

第
五
硯

者
血
官
業
者
己
い
ふ
や
う
な
人

ω塊
は
、
然
ら
ぎ
る
人
々
の
塊
E
岨
開
立
し
て
、

地
方
の
後
逮
並
に
土
木
交
通
上
的
施

設
等
に
よ
h
て
特
に
多
〈
の
利
盆
を
受
〈
る
o
随
ふ
て
は
此
等
の
者
へ
の
税
が
地
方
に
て
多
少
特
に
重
量
を
置
か

れ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
古
い
ふ
の
で
ゐ
品
。
但
し
此
栂
の
施
設

ω利
盆
が
車
に
土
地
家
尿
管
業
の
持
主
に
の
み
及
ぶ

ご
い
ふ
の
一
亡
は
な
い
。
主
(
他
の
人
々
に
も
及
h

品
、
』
己
勿
論
で
あ
る
(
駐
と
o
り
れ
ど
も
前
者
は
後
者
よ

h
も
よ

b

多
〈
晶
夫
的
施
設
り
利
益
を
受
(
る
ご
い
ふ
の
で
ゐ
る
。
地
方
に
特
に
利
盆
原
則
を
加
味
し
た
る
税
の
存
し
得
る

所
以
で
あ
る
。

(
註
三
)

此
の
如
き
訟
を
採
る
者
と
し
て
、
拙
文
、
管
業
柏
山
課
耽
物
件
目
地
方
分
別
離
の
詰
一
四
に
位
、
シ

L

7
レ
l
、
ぜ
ル
シ
バ
ウ
ム
、
ヘ
ル

ペ
シ
λ

タ
イ
ン
監
事
げ
た
が
、
共
他
、
ピ
ヲ
ン
ス
キ
ー
も
、
陶
枕
に
も
地
方
枯
に
も
、
給
付
随
力
原
則
よ
り
も
他
白
原
則
を
考
ふ
る
ζ

と
は
闘
車

ぬ
と
錯
し
、
フ
オ
ツ
ケ
も
、
人
が
地
方
柑
世
、
闘
枯
よ
り
も
串
山
ヅ
剛
山
っ
て
成
形
し
で
つ
と
出
力
す
る
こ
と
、
過
に
、
闘
酷
か
ら
章
に
し
て
刷
認
さ

E
 

れ
た
給
付
及
反
封
給
性
白
原
則
を
地
方
舵
に
利
川
し
ヤ
ヮ
・
と
す
る
己
主
位
解
す
る
に
苦
し
む
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
四
)
ワ
グ
ナ

B
は
、
自
治
世
白
地
方
祉
に
て
、
市
賎
制
組
出
場
底
的
に
小
け
れ
ば
小
告
ほ
ど
、
随
つ
で
州
、
腕
、
郡
と
此
々
に
、
そ
し
て
n
H
畠

〈
山
市
町
村

ω
積
氏
て
、
給
付
及
反
劃
給
付
原
則
包
旭
川
が
闘
積
百
於
け
る
よ
り
も
一
層
縞
闘
が
大
い
止
錦

L
.
ヨ
ン
ヲ

i
y
も
.
地
方
拾
に
て

は
、
地
方
行
政
由
一
定
自
給
付
が
人
民
の
一
定
塊
に
銘
一
位
に
利
益
と
な
る
と
と
が
屡
今
生
仁
、
随
っ
て
給
付
且
反
割
給
付
原
則
が
過
用
に
車
リ

得
と
幼
L
、
ヲ
イ
ツ
品
ン
λ

タ
イ
ン
は
、
手
酎
料
原
則
に
術
大
な
る
蛸
眼
皮
稜
良
能
力
が
認
め
ら
れ
た
。
地
方
制
抽
聞
の
任
務
が
}
回
即
時

4
成
形
す

れ
ば
す
る
ほ

r、
随
ワ
て
此
が
私
人
山
利
益
山
純
聞
に
て
誕
捗
的
に
四
回
響
ナ
れ
悶
す
る
ほ

E
.
共
同
組
掛
的
行
鵠
に

k
mリ
て
箇
入
に
臨
む
べ
〈
蹄

せ
ら
れ
た
刺
盤
を
、
強
制
分
捕
物
山
崎
醜
に
於
け
る
、
事
情
に
柿
叫
ー
し
た
分
前
に
で
、
共
岡
山
一
筋
品
に
利
用
す
る
こ
と
が
財
政
々
筑
山
問
的

f
t

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
共
目
的
は
自
前
、
粗
稀
組
系
自
越
揮
に
て
も
眠
中

ι置
か
れ
た
(
て
は
な
ら
由
&
錯
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
も
、
地
方
桔
負
強
白
会

Bilinski~ Die Gemeindebesteuerung. S.125-拙着、租柑研究、九書、 '54・
126. VQC1~c. Fw. S. 283 

5) 

......，，-，・



一一一一 一-一一一一一一一 ，-------.-..-川崎_._._."..--…一日一一司町一哨日

平
な
る
分
肥
に
て
、
白
描
位
。
腕
き
匝
域
に
で
明
か
に
抱
む
4

き
特
段
な
る
趨
捗
(
土
地
家
屋
替
業
由
三
脚
値
引
受
〈
る
蹄
の
)
が
不
考
慮
に
止
ま

一
附
的
給
付
開
力
自
標
準
白
傍
に
、
給
付
拍
力
白
特
別
組
捗
白
輔
準
封
趨
用
に
車
な
〈

て
品
な
ら
由
と
将
し
、
フ
り
!
ド
イ
ル
グ
は
、
市
町
村
山
負
協
に
室
で
、
先
は
で
、
科
人
が
例
外
な
し
目
、
比
給
付
能
力
に
曜
じ
て
分
惜
し
な

f

で
は
な
ら
向
。
併
し
比
外
に
、
市
町
村
白
給
付
に
よ
り
℃
、
北
財
南
部
町
牧
盆
又
は
冊
箱
路
貴
に
よ
る
仙
川
底
柑
加
が
生
ず
る
人
々
回
、
的
特
に
彼

つ
て
は
な
ら
向
。
凶
っ
て
机
挽
自
白
怖
の
阻
分
に
品
目
で
、

部
に
止
に
た
利
笹
山
度
比
胸
じ
て
市
町
村
負
慌
の
椴
叫
に
引
入
れ
ら
れ
た
{
で
は
な

ι白
と
盛

L
、
エ
』
4

ル
ヒ
目
、
市
町
村
祉
に
て
は
利
益
闘

係
に
於
げ
る
訓
枕
ポ
旭
川

L
得
ぺ
{
且
つ
本
車
正
前
だ
と
錯
し
、
ナ
ヌ
ガ
も
、
あ

f
の
場
合
、
市
町
村
に
於
て
給
村
及
反
酎
給
付
に
依
る
践
脇
田

が
、
公
正
原
則
に
相
臨
す
る
。
其
は
市
町
村
白
一
定
出
品
目
に
よ
り
て
一
定
の
入
計
特
段
な
る
利
益
を
提
〈
る
是
き
に
然
り
と
侃
し
、
前
ル
グ
ト

忠
、
間
人
制
調
。
持
山
塊
O
紹
む
べ
き
特
別
利
徒
。
羽
は
る
る
場
骨
に
は
、
此
川
手
勘
料
、
発
待
者
」
且
措
等
に
よ
り
て
平
増
5
M
m
さ
な
い
だ
り

に
て
は
、
川
市
な
る
組
括
的
特
別
品
同
地
が
鵠
謹
せ
し
め
る
と
ぬ

L
、
パ

λ

テ
ー
プ
ル
も
、
勤
務
に
均
例
し
た
諜
枯
由

m
諭
が
、
一
般
に
は
常
ら
な

い
け
れ

E
a、
地
方
に
は
或
力
を
有
ヨ
と
局
L
、
日

E
マ
ン
は
、
岡
続
を
支
配
す
る
給
付
能
力
原
則
が
市
町
村
に
て
は
、
偶
骨
其
重
要
量
先
は
な

い

ι
せ
よ
、
品
却
す
と
犯
し
、
ヘ
ツ
ル
フ
ル
也
、
地
方
滴
に
於
昨
"
。
各
倒
的
場
合
の
例
外
E
以
て
、
時
別
報
償
原
則
が
利
枕
政
規
上
山
占
有
肢
を
支
配

し
な
い
で
、
一
般
報
償
原
則
が
之
を
支
配
す
と
錦
す
a

(
健
五

此
年
山
品
質
川
に
し
て
も
一
般
人
に
も
其
利
盆
山
及
ぶ
だ
け
に
C
は

物
税
白
外
、
人
枯
に
よ
リ
て
一
般
人
も
が
負
摺
ー
な
け
れ
ば
汽
ら

な
い

O
L
-
-へ
ル
ヒ
が
、
凡
べ
て
同
市
町
村
田
一
躍
情
的
制
脱
出
、
般
令
、
各
簡
の
階
組
曲
彼
れ
血
れ
に
、
他
の
も
白
よ
り
も
一
暦
多
〈
由
利
益
主

典
ふ
る
と
も
、
此
副
会
井
的
性
質
白
も
の
だ
と
い
ふ
ζ

と
を
考
へ
な
{
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
は
此
意
て
あ
る
。
仰
ほ
英
闘
に
て
地
方
の
レ
ー
ト

封
、
不
動
産
自
年
収
盆
を
梯
準
と
し
、
之
を
占
有
者
に
践
し
て
滑
る
の
は
、
必
ず
し
も
利
盆
原
則
か
ら
出
た
自
で
な
〈
、
グ
-
フ
ハ
ム
に
依
る
と
、

此
d
p
根
本
嗣
酬
は
其
曲
カ
に
臨
じ
て
人
圭
課
抵
す
る
の
だ
と
い
ふ
@

山
川
其
遁
用
さ
れ

F
る
場
合
1
1
1
蕗
が
地
方
施
設
及
某
費
用
に
し
て
地
方
凶
健
員
の
凡
ぺ
て
の
者
に
誰
彼
な
し

に
及
ん
で
、
利
盆
関
係
の
分
別
し
難
き
も
の
が
ゐ
る
。
某
は
例
之
、
数
育
衛
生
警
察
、
枇
曾
施
設
の
如
き
も
の
に

論

議

地
方
積
院
於
け
る
果
通
謀
蹟

第
二
十
入
巻

大

λ
=

一
務
五
雄

七
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輸

議

地
方
検

ι於
け
る
思
議
膝
枕

第
二
十

λ
巷

六
λ
四

第
五
披

λ 

闘
し

τで
ゐ
る
o

尤
も
此
等

ω費
用
ピ
て
も
一
部
は
、
管
業
者
な
H

こ
が
使
用
人
を
使
ふ
が
縛
め
に
其
地
方
図
値
合

…一一一一一一 一 一一一一一

し
て
支
出
せ

F
る
を
待
F
ら
し
め
た
古
い
ひ
得
べ
き
も
の
が
あ
b
、
其
れ
だ
け
に
て
は
、
前
の
土
木
交
通
費
な
ど

古
務
L
〈
利
篠
原
則
の
加
味
を
理
由
附
け
る
こ
ピ
に
も
な
る
が
.
併
し
其
見
地
を
離
れ
て
、
別
に
、
此
和
費
用
が

陶
糟
川
県

ω全
部
に
国
別
な
〈
M
A
h
』
ピ
も
い
へ
る
ゆ
共
れ
だ
付
に

t
は
、
何
の
人
々
が
他
の
人
々
よ
ち
も
よ
hp
多
く

の
利
益
を
受
け
た
己
は
同
地
ら
れ
A
V
、
随
っ
て
地
方
税
じ
は
利
篠
原
則
を
断
れ
口
、
純
能
カ
原
則
に
依
る
の
税
、
邸

も
人
税
も
な
〈
て
は
な
ら
m
H
Z
い
ふ
ζ

ピ
に
な
る
(
註
六
百

(
陸
六
)

ロ
!
マ
ン
は
、
一
般
的
公
共
目
的
内
鴻
め
の
費
川
へ
共
は
凡
ぺ
て
心
住
民
に
刺
盆
と
な
り
、
防
づ
て
世
誌
か
ら
其
人
的
能
力
に
臨
じ
て
婚

は
る
べ
き
)
副
所
得
枕
に
よ
り
て
古
ん
た
さ
る
べ
し
と
錦
し
、
バ
ス
テ
ー
プ
ル
も
、
昆
闘
に
て
一
般
的
目
的
の
組
め
に
な
る
費
用
は
圃
椛
と
同
一
由

分
間
に
従
は
な
{
て
は
な
ら
白
と
錯
し
、
ワ
グ
ナ
ー
は
、
嘗
て
勘
め
ら
れ
た
英
岡
山
地
方
軸
制
に
一
暦
近
づ

t
こ
と
(
其
は
多
少
了
八
九
三
年
由

時
閣
の
地
方
枯
制
て
採
ら
れ
た
所
由
)
は
正
常
で
な
い
。
英
闘
に
で
も
地
方
行
政
の
躍
な
る
物
枯
が
原
則
上
.
開
通
て
あ
っ
て
、
食
際
に
越
し
な

〉9
 

い
こ
と
が
留
め
ら
れ
、
随
っ
て
益
々
之
か
ら
し
て
誼
か
る
や
う
に
企
て
ら
れ
た
と
い
ふ
た
。
仰
此
に
つ
き
拙
者
事
問
@

B
利
盆
原
則
適
用
の
方
法

い
い
手
数
料
特
別
課
徴
に
依
る
場
合

l
l地
方
施
設
に
関
聯
し
て
利
盆
原
則
を
趨
用
す
る
正
し
て
も
・
各
閉
館

員
の
受
〈
る
利
益
の
或
皮
ま
で
精
密
に
分
別
指
示
し
得
る
こ
さ
が
ゐ
る
、
共
は
或
は
各
員
が
地
方
施
設
を
利
用
事

る
の
都
度
、
之
を
測
定
し
又
は
少
〈
ピ
も
仮
定
し
て
取
る
所
の
手
放
料
、
使
用
料
に
よ
h
て
行
は
れ
る

-
-
t
が
ゐ

-9
、
或
は

一
の
地
方
施
設
に
よ
り
一
定
地
区
内
の
各
国
民
に
指
示
す
一
へ
き
利
盆
を
奥
ふ
る
に
於
T
、
之
を
測
定
し

11-1. S. 26. Dastable， Pι3  ed. J? 39.7. _J..ohl)la~n ， Pie besonderen 
direkten Gelll白ndesteuern.S. 15目 Heckcl，~w. I. _$. 184 
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ヌ
は
推
定
し
て
取
る
所
の
特
別
課
徴
又
は
受
盛
者
負
擦
に
よ
り
て
行
は
る
る
-
-
Z
が
あ
る
。

川
物
枕
に
依
る
場
合

|
l然
る
に
地
方
施
設
及
英
霊
の
利
益
が
或
塊

ω
人
々
に
特
仁
ま
ピ
い
ふ
こ
芯
は

い
へ
る
り
れ
Y
」
も
、
其
の
各
見
の
受
〈
る
利
盆
の
指
定
し
得
な
い
部
分
が
あ
る
。
恰
か
も
其
が
此
利
盆
原
則
を
加

成
し

t
能
力
原
則
に
依
る
所
の
土
地
家
屋
偉
業
の
三
物
枕
に
稿
々
重
量
を
置
〈
-
』
ど
に
よ
b
t
封
勝
せ
ら
る
、
.
同

ご
に
な
る
。
印
ち
道
路
に
闘
し
で
も
、
之
が
新
設
に
よ
b

沿
道
の
地
主
に
地
債
の
急
激
な
る
腕
賞
を
典
へ
た
る

に

υド
ド
て
之
を
測
定
又
は
推
定
し
て
特
別
保
微
を
疎
し
‘
道
路
を
使
用
す
る
司
』
ど
に
よ
h
利
盆
す
る
者
よ
h

L
て

共
使
用
の
都
度
・
使
用
料
を
取
っ

τ共
費
用
の
一
部
を
補
償
す
る
こ
ご
も
往
々
に
し
て
は
起
4
0
0

併
し
北
外
に
此

道
路
等
の
新
設
維
持
・
其
他
其
地
方
の
一
般
的
品
目
厳
に
よ
h
τ
、
土
州
家
属
傍
業
の
持
主
が
、
他
の
階
級
者
に
比

し
て
一
屠
多
〈
の
利
議
セ
受
付
て
居
る
正
い
ひ
得
る
も

ωが
あ
る
o

併
し
会
〈
其
各
員
の
受
〈
る
利
盆
の
度
合
は

明
示

L
難
〈
.
階
級
金
値
正
し
て
一
般
に
利
盆
を
受
り
に
ピ
い

ο得
る
の
み
で
あ
る
富
士
)
。
斯
か
る
も
の
の
補
償

が
三
物
税
に
よ

h
て
行
は
る
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
h
其
れ
だ
け
に

τは
各
員
の
各
倒
的
の
利
盆
皮
を
指
示
し
難
い

の
で
、
此
が
利
盆
原
則
の
考
慮
苦
い
ふ
二
正
は
、
主
芭
し
て
は
課
税
物
件
の
積
頻

ω
惑
鐸
に
よ
h
て
行
は
る
る
こ

Z
に
な
る
の
で
あ
る
(
註
入
)
O

併

L
其
れ
だ
け
で
問
題
が
謹
〈
さ
れ
た
の
で
は
な
〈
、
進
ん
で
は
課
税
標
準
じ
つ
い

て
も
、
園
税
の
純
飽
カ
原
則
に
依
る
場
合
ご
異
り
、
或
皮
ま
で
其
利
盆
原
則
に
依
る
だ
り
に
て
‘
能
力
は
な
〈
芭

も
刺
盆
を
受
〈
る
芯
い
へ
る
ザ
ド
り
に
て
外
形
棋
曲
中
に
依
る
こ
ご
が
出
来
る
刷
業
れ
許
・
り
で
は
な
い
。
今
一
つ
税
率

論

議

地
方
枕
に
於
け
る
累
趨
麟
軸

第
二
十
八
各

第
五
抗

ブι

六
八
茸
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前

量産

O 

地
方
授
に
於
け
る
黒
遊
説
暗

第
二
十

λ
傘

ハ
凡
式

第
五
観

に
つ
い
I

て
も
、
純
能
カ
原
則
に
依
ら
十

Lτ
、
能
カ
原
則
に
利
盆
原
則
を
加
味
す
る
花
り
に
て
は
、
累
進
に
依
る

t
L
て
も
緩
か
な
る
其
れ
、
又
は
事
情
じ
よ
h
て
は
む
し
ろ
比
例
の
方
が
選
む
ぺ
き
も
の
ご
い
よ
こ

t
に
な
る
。

税
率
も
、
能
力
に
依
れ
ば
こ
を
累
進
を
糊
め

ιこ
正
に
な
る
が
、
利
金
原
則
に
依
る
ご
い
ふ
貼
か
ら
い
ふ

z・
課

稔
物
件
又
は
標
準
に
按
分
し
て
負
傷
す
る
の
が
至
賞
で
、
其
は
う
ま
h
比
例
で
あ
る
。

た
い
弦
仁
、
軍
な
る
利
盆

原
則
に
依
る
の
で
な
(
て
、
飽
お
も
租
税
で
は
能
カ
原
則
に
依
b

っ
、
利
益
原
則
が
加
味
さ
る
、
ご
い
i

ふ
に
り
に

て
、
比
例
に
岡
執
せ
十

L
て
、
緩
か
な
る
累
進
に
導
(
倹
地
が
あ
る
。
尤
も
恰
か
も
英
利
盆
原
則
加
味
の
潟
め
仁

選
走
れ
た
る
殺
が
人
税
で
な
〈
、
物
税
で
め
る
の
で
、

武百仁

τは
人
の
委
主
能
力
を
捕
捉
す
る
こ
芭
い
か
出
来
守

L

て
一
部
の
能
力
ゆ
み
を
捕
捉
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

主
一
鮎
か
ら
し
て
も
激
し
き
累
進
を
採
る
に
は
趨
せ
守
、
精

々
、
緩
か
な
る
累
進
を
糊
め
る

Z
い
ふ
こ

Z
に
な
る
。

(
陸
七
)

柑
別
融
暗
に
於
け
る
特
別
刺
誌
と
、
租
殺
に
於
げ
る
特
別
別
誼
ι
と
に
は
‘
異
る
も
の
が
あ
る
。
其
事
に
つ
き
、
ロ

E

ズ
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
、

時
別
規
制
自
場
合
的
刺
盆
は
特
別
で
あ
っ
て
、
測
克
す
く
き
e
も
の
だ
白
に
、
租
酷
に
於
け
る
利
盆
は
一
般
的
で
、
絹
容
な
る
測
定
。
偶

ι離
さ
も

の
だ
と
包

L
、
セ
り
グ
マ
ン
も
、
特
別
融
微
に
て
は
、
特
別
制
盆
は
個
人
に
と
り
測
定
す
べ
き
も
由
て
あ
る
の
に
、
租
枕
に
て
は
、
特
別
刷
提
は

存
在
せ
ず
、
又
は
存
在
す
と
し
て
も
、
共
同
利
佳
に
於
け
る
例
入
自
分
前

F
b偶
然
に
生
ず
る
d

此
げ
か
分
別

L
て
測
定
せ
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
。
北
島

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
‘
、
、

.. 
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、

ιェ
1
4
ル
ヒ
は
.
之
に
闘
聯
し

r、
諸
多
自
制
度
に
で
、
仮
令
、
此
れ
彼
れ
の
階
級
に
指
示
す
ぺ

f
特
に
刺
壷

ιな
る
け
れ

rも
.
告
暑
と
閥

、
、
、
.
.
 、
、
、
、
、
.
、
、
、
‘
.
、
、
、

植
民
主
内
聞
に
直
接
蜘
悼
が
ゐ

L
t
一
い
か
ら
、
ー
は
制
度
が
一
般
の
不
可
分
な
る
利
盆
に
あ
る
か
ら
、
手
町
料
。
行
は
れ
な
い
も
の
が
あ
る
み
』
い

ふ。
雄，、
) 

ワ
グ
ム
ア
ー
は
、
土
地
(
品
川
家
佐
)
及
管
薬
由
優
先
制
叫
枕
位
市
町
村
で
は
正
常
で
あ
る
a
其
は
此
等
の
物
白
持
主
が
地
方
裂
か
ら
制
量
を
星
〈

133. SeIigman. Essays in 
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る
こ
と
が
幸
い
か
ら
と
鵠

L
、

Z
1
4
ル
ヒ
も
、
市
町
材
に
て
手
離
料
由
良
き
制
度
と
分
強
金
(
特
別
観
鍛
)
由
鵡
盟
主
れ
た
る
適
用
と
を
前
提
す

れ
ほ
、
此
倍
に
幸
山
ザ
高
き
腔
に
て
土
地
建
物
、
事
情
に
よ
り
管
講
を
も
謀
蜘
す
る
と
き
に
給
付
及
反
封
給
付
白
原
則
に
越
膳
L
得
る
と
と
と
な
る

と
銘
し
、
チ
λ

カ
也
、
市
町
村
に
於
吋
ゐ
給
刊
及
反
劃
給
付
紙
則
。
訓
向
か
ら
、
土
地
及
家
島
所
有
者
四
一
層
高
め
ら
れ
た
る
負
指
針
翻
め
ら
る

と
鑓
し
、
ポ
ル
グ
ト
は
、
地
方
粧
に
あ
リ
て
も
一
定
白
川
惜
の
人
民
の
特
別
利
佳
が
地
方
の
最
古
需
聾
」
り
も
諮
か
に
後
ド
止
宜
る
・
と
い
ふ
ζ

と
山

等
閑
位
附
古
れ
た
勉
め

K
、
地
方

K
て
岨
官
業

A
特
に
不
動
産
自
租
枕
上
白
過
寓
負
描
広
導
い
た
と
侃
L
W
レ
晶
ヲ
ル
ヲ
も
、
市
町
村
に
て
一
般
所

地
よ
り
目
、
む
し
ろ
劃
倒
(
給
付
及
反
針
給
付
)
の
見
地
か
ら
要
求
さ
れ

な
〈
て
は
な
ら
向
。
何
ぜ
'
と
な
札
同
市
町
村
は
主
企
し
て
組
情
的
削
挫
で
あ
っ
て
唱
此
が
住
務
は
一
大
部
、
不
動
産

A
響
楽
川
直
接
H
つ
特
に
有

割
と
た
る
か
ら
主
い
ひ
、
ヨ
ツ
ラ
ー
ド
也
、
給
付

A
反
謝
給
付
原
則
の
埴
用
さ
る
る
晶
に
は
牧
盆
輔
が
僻
謹
せ
ら
る
と
錨
ナ
。

符
祉
の
値
に
、
不
動
産
及
岨
官
業
の
貫
謀
と
い
ふ
こ
止
は
給
刊
描
力
の

第

段

各
種
地
方
税
に
於
け
る
累
患
の
撞
用

以
上
、
地
方
税
に
於
り
る
累
進
の
一
般
理
論
を
漣
べ
た
炉
ら
、
失
ぎ
に
は
之
を
各
砲
の
税
に
就
い
て
考
察
し
て

見
ゃ
う
。

一
雑
栂
税
1
1ー
に
は
比
例
税
が
多
〈
、
加
之
、
定
額
税
、
階
級
枕
に
止
ま
る
も
あ
る
o
特
に
夫
の
到
る
虚
地
方
に

存
す
る
不
動
産
移
縛
税
の
如
き
は
比
例
た
る
を
例
ご
す
る
が
(
註
九
)
、
阪
に
土
地
棺
痕
税
に
な
る
ご
、
り
し
ろ
累
進

が
普
通
で
あ
り
(
註
一
O
}
・
閑
地
税
亦
た
岡
様
た
る
べ
〈
叫
住
居
税
は
我
邦
仁
は
な
い
ー
が
、
之
め
り
ど
す
れ
ば
税
質

上
嘗
然
に
累
進
ご
な
る
。
市
有
修
税
、
使
用
税
の
部
数
で
は
比
例
が
多
い
り
れ
ど
も
.
其
の
課
税
的
会
鵠
上
、
或
度

ま
で
累
進
の
趣
旨
を
取
入
れ
て
、
高
宥
修
の
意
味
の
濃
き
も
の
、
富
者
の
多
(
使
ひ
き
う
な
場
合
仁
重
〈
課
す
る
こ

諭

震

第
五
暁

地
方
酷
に
岨
即
け
る
簡
単
誕
謀
酷

第
二
十
λ
巷

大

λ
七

Wagner， Die 晶nanziel1e Milbel~ilig~mg. S. 5.2-~Ehe~berl!' .:1. j¥. Q. 5 
69Q:-Tyszka， a. i¥. O. S・359. Borg~t ，-~. a. O. S. 26. ~chwarz ， _ D~s 
Gemeinde-Abgabenwesen ne'utschland5. S. 11-12. Conrad. i¥， i¥. Q. S. 

32 

租挽研究、五曹、 279

121 

13) 

'......，，-/11・



酋

績

地
方
簡
に
於
ゆ
る
累
泊
掛
瞳

第
二
十
凡
鼻
咽

五
入
八

第
五
雄

Z
が
由
来
る
信
庁
一
由
。

I i 

J
{盤
九
)
例
之
、
冒
ツ
ク
陪
従
串
財
産
安
調
枕
障
は
累
組
静
障
が
困
難
だ
と
い
ふ
で
屠
る
ω

、
{
蝕
目
。
)
冶
ず
少
壮
、
土
地
帯
側
軸

ι
て
腔
岡
地
盤
が
嬬
瞳
せ
ら
る
と
錦
L
、
へ
ヅ
L

グ
ル
も
、
都
市
白
土
地
卦
抱
利
得
枕
に
目
黒
抽
出
世
趨
川
す
と
い

ふ
。
何
捌
著
書
冊
a

(
駐
-
-
)
、

4
E
.へ
ル
ヒ
は
、
消
費
秘
に
て
租
拾
が
往
々
に
し
て
消
費
物
白
品
質
に
よ
m
y
て
段
階
づ
け
ら
る
と
錆
し
、
パ
ス
一
7
1
プ
ル
も
、
果
週

間
、
官
者
自
消
費
す
る
審
修
品
白
重
き
融
続
、
又
位
凡
べ
て
昭
商
品
由
一
居
上
樟
品
へ
目
高
き
碕
に
よ
切
て
由
宇
う
な
方
法
に
で
寅
却
さ
る
る
を

得
と
錆
L
、
ポ
ル
グ
ト
も
、
間
接
桔
に
て
も
、
寓
者
の
需
要
品
、
随
9

て
特
に
事
修
品
が
貧
民
由
大
量
消
費
曲
よ
り
も
一
層
鈍
〈
謀
せ
ら
る
る
と

い
ー
に
思
議
由
雄
用
あ
ー
と
錯
し
、
へ
ツ
ケ
ル
も
・
消
提
酷
白
範
問
に
て
紙
唱
の
某
抽
出
を
採
用
す
る
試
位
、
周
肱
よ

E
M世
砂
金
譜
停
粧
を
酷
い
て
は

斗
釦
れ
な
か
ヲ
た
と
鵠
L
-
プ
ロ
イ
丁
目
、
消
費
枕
は
掴
例
、
歩
骨
蹴
枯
由
形
に
で
生
ず
る
と
も
、
最
近
由
租
積
立
法
に
て
位
、
段
通
的
自
積

-ー一一一←

串
由
趨
用
き
る
る
場
合
出
噌
加
し
た
。
此
黒
地
段
階
が
給
付
能
力
大
な
る
前
提
省
量
、
高
倒
な
る
産
物
に
於
げ
る
高
き
歩
合
白
置
に
て
相
留
に
高

〈
錬
枯
し
、
同
種
同
放
の
小
倒
価
。
拘
櫨
の
消
費
者
を
宥
恕
す
る
と
と
の
目
的
を
謹
L
得
る
と
い
ふ
。
問
中
氏
出
遊
興
斡
に
つ
舎
、
此
が
間
接
に

η
 

A
D
一
般
費
力
量
も
現
は
し
て
居
る
か
ら
、
消
費
金
額
に
累
越
し
て
課
し
て
ー
可
い
と
い
ふ
申
も
、
一
回
場
合
で
あ
る
a

向
ほ
拙
文
参
照
ω

二

主

要

物

税

は
い
一
般
1
1地
に

問

題

正

な

る

土

地

、

家

展

、

幅

営

業

の

三

物

税

に

つ

い

て

は

、

共

が

物

税

r
zい
ふ

こ

正

郎

も

物
を
見
て
人
を
見
向
古
い
ふ
こ
古
か
ら
(
陸
一
二
}
、
並
に
此
に
て
利
盆
原
則
が
加
味
き
る
、
こ
ぜ
か
ら
す
る

z・
比

例
M
V
通

す

る

ゃ

う

で

は

あ

る

が

、

此

に

-b
利

盆

原

則

の

み

が

適

用

せ

ら

れ

守

し

て

、

唯

だ

利

盆

原

則

が

加

味

さ

る

、

に

止

ま

b
・

主

Z
し

て

は

矢

張

b
能

カ

原

則

に

依

b
て

課

税

苫

晶

、

こ

E
を

考

へ

、

並

に

此

が

改

超

せ

ら

れ

て

租栂研究、=巻、 21ι-217.
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古
き
牧
盆
税
の
形
を
脆
し
新
し
き
部
分
所
得
税
ピ
な
る
に
於
て
{
陸
一
三
、
少
〈
ご
も
緩
か
な
る
累
唱
曜
を
糊
め
る
乙

t
に
な
ら

g
る
を
得
旧
制
。

.回目圃園町ー司自M ・M ・-回明圃帽-陶'--・ーーー

(
陸
士
一
}

ロ
ツ
ヲ
は
、
牧
証
枕
に
て
は
黒
地
静
護
が
適
用
し
躍
し
と
混
し
、
ア
1
シ
も
、
物
税
に
て
は
、
租
時
的
特
徴
出
場
抑
的
事
責
に
よ
n
リ
奥

へ
ら
れ
.
租
税
義
務
省
出
入
秘
的
給
付
抽
力
よ
り
全
〈
猫
立
す
と
錯
し
、
チ
司
《
カ
も
、
牧
畳
桔
d
r
物
値
に
結
付
き
、
人
に
軸
甘
か
ざ
る
本
質
か
ら

均

し
て
、
此
に
県
抽
出
生
ず
る
を
得
向
。
と
い
ふ
と
と
を
融
酷
と
す
る
と
錦
ナ
。

Z
1
〈
ル
ヒ
は
主
と
し
て
鱒
牝
盆
耽
た
る
又
は
之
に
託
九
百
抽
四
時
四
枚
持
制
耽
に
で
は
、
製
地
時
4
F
J
m
週
附
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
。

(
盤
四
宮
一
}

何
ザ
と
な
れ
ば
総
壮
盆
位
、
賀
際
的
給
付
能
力
目
描
官
な
る
徴
詮
で
な
い
か
ら
。
併
し
近
頃
、
世
官
的
感
情
的
田
園
越
の
下
に
、
牧
盆
稔
制
度
を
有

つ
闘
に
て
も
、
黒
地
唱
を
採
る
と
と
と
な
っ
た
ー
し
ー
に
、
此
は
入
計
各
仰
の
枕
誼
枕
を
部
分
所
件
柑
(
負
倒
佐
齢
、
自
己
申
告
絡
を
以
て
)
K
政
措

L
E
ワ
近
づ
町
た
ζ

去
に
て
可
能
と
し
た
と
い
ふ
。

同
地
税
1
1
に
つ
台
て
も
、
比
が
単
な
る
物
枕
だ
ご
い
ふ
こ
そ
並
に
利
盆
原
則
に
支
臨
古
る
、
ご
い
ふ
こ
正

か
ら
し
て
は
比
例
を
至
嘗
ご
す
る
や
う

rが
(
陸
一
四
一
)
・
比
に
て
も
亦
能
カ
原
則
が
主
Z
し

τ働
〈
古
い
ふ
二
ご
、

並
に
特
に
土
地
袋
併
を
防
止
し
た
し
ピ
い
ふ
枇
曾
政
策
上
の
見
地
か
ら
し
て
は
、
或
皮
的
一
探
縫
・
勿
輪
、
緩
か
な

る
累
進
は
帰
穫
し
得
る
叫
但
し
此
が
累
進
を
行
ふ
柏
崎
め
じ
は
、
或
人
の
会
主
所
有
地
を
見
る
を
要
し
‘
随
っ
て
他

地
方
の
分
を
も
調
べ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
ご
い
よ
面
倒
が
ゐ
る
。

(
駐
-
岡
)
夕
刊
一
ヌ
イ
シ
ウ
旦
ヒ
タ
ー
は
、
地
租
に
黒
地
山
幸
は
輔
交
捗
だ
と
錯
し
、
同
巾
氏
は
、
所
宥
土
地

ω
大
小
成
棋
は
品
ず
し
も
人
山
一
般
費

力
主
比
例
L
河
居
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
地
租
が
一
般
周
産
桔
ぜ
な
い
以
上
は
、
之
に
黒
地
主
調
子
る
白
は
瑚
面
上
、
不
常
と
い
は
な
〈
て
は
な

ι由
と
い
必
回

叢

前

地
方
蹟
に
於
け
る
呆
治
課
軸

第
二
十

A
巻

六
八
九

第
宜
腕

拙著、租揖肝
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設

第
二
十
入
巷

第
五
披

四

地
方
揖
に
於
け
る
黒
通
謀
話

ハ
九
O

前

日
水
屋
税

1
1
に
つ
い
て
も
、
共
が
物
税
で
あ
っ
て
、
家
屋
以
外
の
能
力
を
見
ぬ
も
の

rご
い
ふ
こ
え
並
に

(
 

利
盆
原
則
に
支
配
せ
ら
る
、
こ
ご
か
ら
し

τは
比
例
を
糊
め
る
如
〈
で
あ
る
げ
れ
ど
も
、
此
仁

τも
利
篠
原
則
は

単
に
加
味
さ
品
、
に
止
ま
・
9
、
主
ご
し
て
は
能
力
原
則
に
依
る
ご
い
ふ
こ
ご
が
ゐ
b
、
卸
も
般
A

ザ
中
部
屋
所
布
以
一
外

の
能
力
一
克
識
が
之
仁
現
は
れ
や
ご
も
、
兎
も
角
、
家
屋
に
閲
す
る
限
り
能
力
元
素
が
捌
み
得
ら
れ
、
共
に
於
り
る

所
有
の
大
小
か
ら
し
て
、
少
〈
己
も
共
を
一
定
度
以
上
多
(
有
つ
ほ
ど
の
者
は
、
仮
令
仙
の
元
来
を
会
〈
持
た
十

ご
も
、
北
(
れ
だ
け
に
て
も
阪
に
会
話
人
的
協
力
も
相
常
に
大
い
こ
之
が
推
定
し
得
ら
れ
る
o

だ
か
ら
金
主
人
的
能

カ
の
現
は
る
、
枕
ほ
ど
に
強
い
累
進
は
之
に
相
臆
せ
旧
制
ま
で
も
、
緩
か
な
る
累
進
な
ら
ば
之
に
越
し
た
も
の
ど
し

て
良
い
I
o
山
川
其
上
に
も
家
屋
に
つ
い
て
は
前
記
、
土
地
ピ
脅
し
〈
、
其
の
所
有
が
少
数
山
富
家
の
手
に
集
ま
る
正

き
に
、
家
賃
を
釣
上
ヤ
る
こ

z
、
も
な
'9
・
民
衆
の
生
活
を
脅
か
す
こ
官
、
も
な
b
得
る
の
で
、
其

ω少
数
者
の

手
仁
集
中
す
る
の
を
傘
制
し
た
い
正
レ
ふ
枇
曾
政
策
上
の
見
地
も
め
っ

τ.
術
史
仁
戒
皮

ω累
準
金
制
め
る
こ
ご

ご
な
る
。
尤
も
此
税
に
於
け
る
累
進
を
行
ふ
さ
し
て
三
の
異
っ
た
標
準
が
考
へ
ら
る
る
。
其
は
各
仰
の
家
屋
の
賃

貸
師
間
格
の
大
小
に
廊
じ
て
累
進
ご
す
る
も
の
、
嘗
該
地
方
制
館
内
に
於
け
る
一
人
の
所
属
の
家
屋
の
賃
貸
伺
格
の

大
小
に
感
じ
て
累
進
ご
す
る
も
の
、
其
地
方
固
髄
的
内
外
を
閑
は
す
一
人
に
所
属
の
家
屋
の
賃
貸
欄
格
の
大
小
に

肱
じ
て
累
進
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
品
山
中
、
第
一
は
採
ら
ぬ
が
・
民
い
。
其
は
元
来
、
家
屋
税
に
は
家
屋
所
有
者
か

ね

ら
借
家
人
へ
輔
嫁
す
る
可
能
性
が
大
で
あ
り
、
住
居
者
の
負
携
正
な
る
芭
し
で
は
家
賃
額
的
大
小
に
感
じ
て
累
進

問中， fiiJ曲、 5"目
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に
な
る
の
を
至
嘗
正
す
る
も
の
は
あ
る
が
、
家
屋
枕
ご
し
て
は
鱒
嫁
が
出
来
る
だ
り
避
げ
た
(
、
廿
持
山
活
め
に
は

之
に
て
各
家
屋
に
ワ
い

τ謀
枕
す
る
的
一
が
不
得
策
で
あ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
そ

L
て
家
庭
枕
を
各
家
屋
毎
に
説
税
せ

十
、
戒
人
に
，
腕
す
'b
凡
べ
て
の
家
屋

ω賃
貸
倒
絡
に
就

sτ.
而
hr
も
叩
前
進
課
税
す
る
ピ
き
に
、
夫
の
時
嫁
セ
少

か
ら
し
め
得
品
。
そ
し
て
此
の
如
量
方
法

FEu-越
ま
る
べ
き
こ
の
方
訟
の
中
に
就
き
て
は
.
能
力
に
際
宇
品
』

ご
に
重
き
を
置
け
ば
‘
世
阿
該
地
方
制
髄
ゆ
内
外
を
問
は
や
一
人
に
一
周
す
る
凡
べ
て
の
家
屋
内
賃
貸
伺
椅

ω大
小
仁

廊
じ
て
累
進
工
錯
す
ぺ
〈
-
或
地
右
に
於
け
る
家
屋
所
布
り
集
中
、

家
賃
鈎
と
の
弊

'r避
り
る
剛
、
ご
仁
重
さ
を
皿
此

け
ば
、
む
し
ろ
常
該
地
方
削
飽
内
仁
一
{
一
人

t
即
仰
す
る
家
践
の
賃
貸
倒
格
の
大
小
に
応
じ
て
累
準
ご
す
べ
き
で
あ

る
。
で
此
こ
の
中
の
何
れ
か
一
を
選
む
の
に
は
時
の
事
情
に
よ
b
て
何
れ
に
重
き
を
置
く
ぺ
き
h

ケ
ゼ
見

τ決
す
ぺ

き
も
り
ご
す
る
。
兎
に
角
、
家
屋
税
の
場
合
に
は
地
枕
ご
は
少
し
〈
岡
持
っ
た
所
が
あ
る
こ
ピ
を
仲
同
意
す
る
。

D
管
業
税

l
に
て
も
地
税
家
屋
税
正
持
し
〈
罪
で
あ
っ
て
、
修
業
以
外
的
能
力
元
号
廟
み

γい
ふ
こ

〔
己
、
並
に
利
盆
原
則
の
加
味
ご
い
ふ
こ
ご
か
ら
い
ふ
ご
、
大
館
、
比
例
を
一
主
常
ご
す
る
け
れ
H

と
も
、
併
し
他
方
、

此
に
も
ま

E
L
て
は
能
カ
原
則
が
標
準
ご
な
る
ご
い
ふ
ζ
ご
も
あ

h
、
且
又
同
補
替
業
中
に
で
も
よ
り
大
な
る
密

業
は
.
よ
り
小
な
る
営
業
に
比
し
て
裁
守
カ
股
盆
カ
の
よ
ち
大
レ
ピ
レ
ふ
一
』
ピ
が
ゐ
っ
て
、
少
一
〈
正
も
緩
か
な
る

度
の
聞
出
進
を
歪
嘗
正
す
る
も
の
が
ゐ
る
{
龍
一
主
。
郎
も
大
州
営
業
は
能
力
M
Y

小
笹
業
に
比
し
て
削
合
に
大
い
の
み
で

な
〈
、
小
営
業
を
眠
障
迫
す
ご
い
ふ
こ
ご
に
於
け
る
枇
曾
的
不
利
を
も
有
っ
。
夫
の
能
力
に
肱
じ
並
に
枇
曾
政
策
に

前

l1l 

亙

地
方
税
に
於
け
る
黒
地
球
枇

が
二
十
八
谷

二豆、
プL

府
知
車
競

同上、ニ笹‘ 216-2'7

租税研究、丸巻、 246-247
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諭

3世

地
方
枇
に
於
け
る
累
遊
説
酷

拙
-
一
十
入
容

第
五
就

プミ

-、
L

J'ブ

温
う
勉
め
に
該
に
或
度
内
叩
前
進
合
す
、
め
る
の
で
ゐ
ゐ
。
北
(
れ
に
又
、
利
益
原
則
か
ら
い
ふ
て
も
、
小
さ

d
繭
工

業
に
て
は
格
別
の
事
が
な
い
り
れ
ど
も
、
或
皮
以
上
の
大
修
業
に
な
る
t
t
(
使
用
す
る
州
労
働
者
群
の
縛
め
に
、
比
九

地
方
剛
健

ω一
警
察
、
術
生
‘
品
杭
背
，
救
務
執
業
の
上
に
特
別
な
る
厄
品
川
を
か
け
る
ピ
い
ふ
こ
正
も
め
っ

t
、
其
貼

か
ら

L
て
大
修
業
じ
特
別
な
る
負
擦
の
歪
賞
な
る
も
の
も
め
る
(
民
一
J
C
o

誰
に
此
枇
官
業
仁
於
付
芯
則
前
進
凱
枕
に
謝

す
る
一
の
心
配
は
、
此
が
一
地
方
仁
て
の
み
行
は
れ
て
、
仙
の
地
方
仁
て
強
行

L
て
行
は
れ
両
ぜ
き
に
は
‘

11; 
1也

方
の
大
管
業
毎
日
肌
字
上
不
利
ご
す
る
ご
い
l

ふ
の
で
あ
る
註
一
七
)
O

で
此
駄
に
相
蛍
の
考
慮
を
掛
っ
た
上
に
て
貨
行

す
る
正
い
ふ
用
意
を
忘
れ
て
は
な
ら
向
。

へ
ツ
ケ
ル
は
、
収
益
祉
が
所
得
枯
山
枯
成
材
料
に
て
成
岬
さ
る
る
だ
け
に
て
は
、
此
が
少
〈
止
も
一
部
、
誕
地
を
行
は
れ
し
む
る
(
管

業
柑
、
費
木
利
子
柑
)
と
ぬ

L
、
ヲ
グ

-
f
l
は
、
大
時
換
を
凡
ぺ
て
特
に
蹴
枕
す
る
と
と
(
叫
し
共
中
山
成
も
の
例
之
、
大
山
狩
怖
の
如
き
を
特

訓
し
な
い
こ
と
)
を
幽
u
h
る
。

{E穴
)
ロ
グ
?
は
、
大
喜
へ
む
向
き
誌
の
瑚
山
在
し
て
、
此
が
工
業
的
大
胸
骨
に
て
は
、
刊
の
大
な
る
蜘
山
勢
働
者
山
崎
め
に
、
泊

倒
、
市
町
村
に
闘
民
都
校
・
救
貧
耐
見
轄
白
大
な
du
費
川
を
か
け
る
こ
と
を
卑
「
る
を
刊
日
と
す
る
σ

『
註
ア
セ
)
ワ
グ
ナ
ー
は
、
地
方
的
に
大
時
議
官
一
府
高
〈
位
肌
端
部
枕
す
る
乙
ー
と
山
主
た
る
僻
制
は
、
同
稲
山
大
智
来
持
山
地
主
川
山
競
世
閥
悼
の

η
 

z
 

f
，
胤
に
見
出
さ
る
る
を
得
と
い
ふ
。

(
駐
-
五
)

三
主
要
人
税

判
所
得
税
附
加
稔
ー
ー
を
累
進
Z
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
国
税
所
得
税
た
る
本
枕
が
開
前
進
た
る
以
上
、
常
然
の

Hecl(el， a. a. O. S. 186. Kommullelle Stellerfragen. S. 3H・
Wagner. Die fin山 lzie!lel'vTitbetei!ig'lIllg 日 59
¥V<lgner， ebenda. S. 60 
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こ
ご
で
あ
る
詰
一
八
)
O

尤
弘
之
に
封

L
大
所
得
者
の
負
借
が
伶
h
に
重
C
な
h
過
や
る
ご
か
(
詑
一
阜
、
持
抽
出
に
大

所
得
者
の
他
地
方
移
住
を
糊
め
る
ご
か
(
註
二
C
)
い
ふ
-
』
ご
の
非
難
は
あ
る
。

(
佐
一
八
)

一
般
に
は
へ
は
、
地
主
所
得
他
山
描
串
に
つ
品
号
、
閥
枯
よ
り
も
原
川
的
に
埠
引
去
札
。
を
昨
す
と
と
を
誕
ふ
べ
き
も
山

~ 
す
と
1:.t 
ナロ

白 28)I 

マ
シ

ft 

(
註
一
丸
)
制
満
州
山
混
合
立
法
妥
員
合
案
に
て
は
‘
地
方
問
柑
枕
内
枕
半
は
比
例
た
る
い
日

f
泉
地
た
る
べ
か
ら
ず
O

何
百
と
な
れ
ば
大
削
符
は
脱

9
 

に
聯
邦
枝
に
よ
り
て
一
層
品
き
唱
に
て
識
苧
勺
れ
て
川
る
か
ら
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
叫

(
睦
ニ
ロ
)
ロ
ア
ツ
は
、
地
庁
制
が
陶
枕
の
附
加
枕
た
る
場
合
に
、
地
J
M
殺
の
負
協
同
川
崎
め
内
凶
袖
山
端
桂
川
出
、
削
る
此
岐
に
沼
山

L
、
此
地
主
凶

他
三
凶
ι刊
の
来
日
配
此
め
、

-u一
品
め
る
訓
州
省
内
佐
川
配
制
め
る
と
泊
し
、
此
方
訟
を
不
引
佐
と
い
!
ふ
て
刷
る
叩

)
 

は
い
戸
数
制
|
|
に
て
は
、
緒
言
に

b
い
ム
如
〈
我
凶
に
て
比
が
比
例
ご
な
っ
て
泊
る
。
共
は
不
都
合
の
甚
し
き

も
の
で
ゐ
る
。
其
諜
は
、
先
づ
議
論
の

)
 

い
い
前
提
1
1
正
な
る
べ
詰
も
の
か
ら
設
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
郎
ち
之
が

い
枕
質
ー
ー
か
ら
い
ム
三
助
は
所
得
税
の
附
加
枕
ご
の
問
に
選
探
さ
る
べ
き
も

ω
で
、
一
の
人
枕
で
ゐ

る
o

人
の
全
能
力
を
見

τ、
其
大
き
及
品
質
仁
鵬
じ
て
跳
枕
す
ぺ
き
も
の
で
め
る
。
此
に
て
所
得
の
外
に
、

少
、
資
産
の
元
素
を
も
倒
的
し

τ居
る
の
は
、
此
に
物
税
的
活
素
を
加
へ
た
の
で
は
な
〈
、
会
〈
躍
に
所
得
税
の

人
税
た
る
性
能
を
一
層
完
成
せ
し
め
ん
が
縛
め
で
・
所
得
の
み
に
て
は
足
ら

F
る
能
力
一
克
素
を
提
へ
ん
ご
す
る
も

の
で
あ
る
。

市E

沼 崎

￥ぇ

七

地
方
粧
に
於
け
る
畢
遊
説
粒

第
二
十
八
容

:I~ 
九

第
五
披

多

Lohmann， a. a. O. S. 22. 和 由 研 究 、 三 官 、 J50

Scligman， ~)tudie) ・ p. '¥4・
LOI'l. a 乱 o.S. 253 

}

}

)

 

目

白

剖

・.・‘"



論

叢
2
利
益
原
則
正
の
閥
係
|
|
阪
に
此
が
人
税
に
ピ
す
る

t
き
に
、
比
に
て
は
能
力
原
則

ωみ
が
重
き
を
威

し
利
盆
原
則
の
通
用
俄
地
は
な
い
。
地
方
税
に
か

ι凡
べ

τ利
盆
原
則
が
適
用
さ
れ
加
味
さ
れ
な
(
て
は
な
ら
泊

地
方
槍
に
於
帥
り
る
畢
趣
誠
輯

第
二
十
八
魯

第
百
腕

ハ
九
四

入

ピ
い
ふ
の
で
な
〈
.
地
方
に

τも
純
飽
カ
原
則
に
依
る
の
殺
が
な
〈

τは
な
ら
凶
こ
ご
上
に
い
ふ
如
〈
で
あ
っ

τ、
共
は
恰
も
人
税
で
ゐ
h
u
戸
数
制
も
一
の
人
税

t
L
て
此
に
還
ま
る
べ
き
も
の
で
め
る
。

ろ
税
率
|
|
阪
に
戸
数
制
が
人
税
で
あ
h
J
、
利
盆
原
則
に
依
ら
歩
、
純
飽
カ
原
則
に
依
る
も
の
正
す
る
ご
き

に
、
此
に
は
嘗
然
に
累
進
を
至
嘗
Z
す
る
一
ユ
込
に
な
る
定
三
)
O

そ
し
T
此
一
帯
は
今
日
の
や
う
じ
一
地
方
内
に
て

貧
富
り
懸
隔
の
蓄
し
〈
な
る
に
於

τは
、
枇
曾
政
策
上
か
ら
も
趨
嘗
で
ゐ
る
(
詰
一
一
一
一
」
υ

芸
れ
に
共
地
方
内
に

τは

土
地
家
尿
偉
業
を
有
た
す
、
併
し
他
地
方
に
此
師
の
も
の
を
有
も
叉
は
動
的
資
本
を
多
分
に
持
つ
利
殖
者
が
、
主
(

地
方
の
地
税
家
尿
税
管
業
枕
を
か
り
ら
れ
す
、
之
に
代
る
べ
き
財
産
税
も
か
け
ら
れ
ず
、
軍
七
戸
数
制
(
又
は
所

得
税
附
加
税
)
の
み
課
せ
ら
れ
る

zhvふ
に
於

τ、
其
に
て
単
な
る
比
例
課
税
を

Lτ
居

τは
あ
ま
り
に
彼
等

ω

負
揚
が
斡
〈
な
る
ピ
い
ふ
ニ
ご
も
ゐ
る
(
酷
一
一
ゴ
ミ
。

で
戸
数
割
は
累
進
言
す
る
が
歪
常
で
あ
る
。
今
日

ω比
例
的
な

る
戸
数
例
は
R

公
正
で
は

P

〈
、
反
枇
曾
政
策
的
の
も

ω
で
ゐ
る
。
た

v
之
を
累
進
芭
す
る
ど
さ
に
、
夫
の
利
殖
者

の
往
佐
を
糊
め
、
来
住
を
妨
げ
る
古
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
か
ら
富
二
四
)
、
累
進
の
度
合
は
他
地
方
正
の
鈎
合
を
得
な

(
て
は
な
ら
ぬ

L
、
且
つ
戸
数
制
が
会
闘
的
に
も
累
進
正
な
る
や
う
に
闘
法
に
て
指
定
す
る
ニ
ご
が
望
ま
し
い
。

(
健
二
ご

方
ウ
フ
マ
ン
は
、
闘
の
所
持
柑
の
越
川
帥
な
る
成
形
に

τ前
提
せ
ら
る
る
和
申
由
黒
地
位
、
地
方
に
て
も
主

K
L
て
同
一
で
な
け
れ
ば
な

9・e・ー"



ら
ぬ
と
い
ふ
e
制
附
註
一
八
事
刷
。

{
健
二
二
)

ノ
イ
マ
、
げ
は
.
此
心
如
告
畢
進
は
、
最
多
〈
、
地
方
帯
要
。
特

ι大
い
慮
、
貧
誌
の
服
岡
山
特
に
烈
し
い
盛
、
陥
っ
て
特
に
大
都
市

ι

設
遣
し
た
と
い
点
叫

(
陸
ニ
ヱ
)

ワ
グ
ナ
ー
は
‘
地
方
に
て
は
事
情
に
よ
り
、
闘
枯
所
得
積
り
柑
串
と
は
別
の
も
白
と
し
、
累
越
を
一
厨
捕
張
す
る
こ
と
が
暗
ん

E
品
聾

た
り
又
は
住
々
に
し
て
泊
叫
且
つ
許
す
べ
き
も
の
た
る
k
知
る
。
狭
義
の
資
本
家
は
、
市
町
村
に
て
則
産
勧
を
謀
せ
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
‘
此
階

級
山
一
時
鉱
さ
所
特
訓
叫
が
凶
叫
申
に
於
け
る
よ
り
も
二
世
高
き
馳
山
中
に
て
要
求
せ
ら
る
と
鵠
す
叫

(
位
二
回
)

チ
ス
一
刀
は
、
地
方
枕
に
閥

L
、
持
叫
あ
ま
り
蝿
奇
岡
地
起
に
位
。
て
大
費
本
白
描
出
を
心
聞
す
ぺ

L
と
し
、
り
グ
ナ
ー
は
、
純
総
た
る
利

航
者
(
費
本
財
産
自
持
主
)
、
家
主
、
土
地
の
貨
車
、
恩
給
者
等
は
、

地
方
拍
負
婚
に
考
雌
L
て
越
揮
し
川
町
と
い
ふ
@
倫
附
註
一

O
易
問
。

一
般
に
、
そ
し
て
段
々
と
他
白
人
民
階
級
山
一
部
も
、
北
白
人
的
住
鼠
在
、

川
山
位
枕
貼

l
l照
準
滋
・

ω採
ら
れ
た
場
合
に
は
免
税
貼
が
常
然
問
題
に
な
る
。
比
例
だ
ご
苑
枕
貼
は
殆
ん
ど

問
題
に
な
ら
叫
が
、
目
前
進
に
ご
通
例
免
税
勅
が
定
め
ら
れ
る
。
此
兎
税
駄
に
つ
き
て
は
国
税
所
得
枕
山
兎
枕
鮎
よ

h
も
高
〈
定
め
た
い
己
い
ふ
考
も
ゐ
hλ
民
ニ
豆
、
叉
此
よ
り
も
低
〈
定
め
、
椅
貧
者
た
ら
、
さ
る
以
上
は
凡
べ
て
課

す
る
こ
ご
に

L
ゃ
う
ご
い
ふ
考
も
ゐ
る
(
註
二
六
)
げ
れ
ど
も
、

理
想
的
仁
い
ふ
な
ら
ば
、
む

L
ろ
岡
枕
所
得
税
吉
岡

程
度
の
免
税
貼
が
至
嘗
で
な
打
れ
ば
な
ら
ぬ
。
圃
税
に
於

τ
一
定
度
の
所
得
を
生
活
内
最
小
資
料
ピ

L
て
必
要
吉

し
た
以
上
、
地
方
剛
健
も
亦
た
之
に
従
ふ
の
が
穏
蛍
で
ゐ
る
(
鮭
ニ
七
)
O

た
ャ
或
地
方
嗣
健
に
は
貧
民
が
多
(
、
共

銭
的
闘
税
所
得
税
正
岡
じ
見
税
鮎
で
は
牧
入
不
足
を
生
中
る
外
な
〈
、
随
っ
て
財
政
牧
入
ゆ
必
要
上
、
多
少
低
〈

諭

議

ブL

地
方
枕
に
於
げ
る
累
拙
謀
稲

第
二
十
λ
巻

六
九
五

第
主
腕

Kaufmann， a. a. O. S.日7
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o 

地
占
枕
に
於
け
る
累
遊
説
軸

弟
二
十
八
容

、L
一、

'
J
J
J
F
 

第
一
由
競

之
を
定
め
る
外
な
き
ニ
ご
も
起
h
得
ゃ
う

L
E一
一
八
)
、
更
に
は
地
方
に
よ
h
、
特
に
田
舎
に
て
は
生
活
程
度
が
低

(
、
生
活
投
が
少
〈
て
燐
む
か
ら
、
国
税
が
金
闘
を
平
均
し
て
至
嘗
己
し
て
定
め
た
呂
田
税
紡
よ
b
は
紛
々
低
〈
之

を
定
め
て
も
歪
皆
正
レ
ふ
こ
正
も
め
る
(
副
ニ
，

zu
悶
々
此
免
税
駄
に
闘
し
・

臨
茸
税
ご
い
ふ
貧
民
税
が
な
レ
か
ら
、

地
方
に
て
は
闘
の
場
合
的
如
〈
に
消

之
が
岬
令
ピ
し

τ兎
税
黙
を
低
〈
定
め
よ
正
の
考
も
出
て
居
る
が
、
併
し
良

〈
考
へ
て
見
る
ご
、
消
袋
税
は
一
冗
来
、
能
力
原
則
並
に
批
曾
政
策
上
ゆ
鬼
地
か
ら
し
て
不
常
に

L
て
却
ま
し
が
ら

川
川

古
る
叫
叫
で
ゐ
る
か
ら
、
印
ら
協
力
の
乏
し
き
慮
、
又
は
殆
ん
Y
」
之
な

L
Z
も
い
ふ
ぺ

hb院
に
ま
で
も
加
す
る
緋
ゐ

る
も
の
ピ
か
ら

財
政
が
許
す
な
ら
ば
h
u
し
ろ
腐
止
し
た
き
も
の
で
の
h
、
新
か
る
仕
方
な
L
に
設
り
た
凶
税

ω

代

h
の
も

ωを
地
方
税
に
想
定
し
て
、
共
理
合
せ
の
方
法
セ
考
ふ
る
に
は
及
ば
旧
制
。
叉
貧
民
に
も
尉
〈
何
等
か
の

地
方
負
機
世
及
ぽ
す
ご
し
て
も

何
に
も
戸
数
制
に
依
ら
中
古
も
・
外
仁
、
避
〈
べ
か
ら
?
に
貧
民
に
も
及
び
得

る
税
が
ゐ
る
恥
卸
も
家
屋
税

ω如
き
も
の
が
其
で
あ
っ
て
・
其
れ
で
坪
山
で
ゐ
'p
、
其
れ
以
上
に
貧
民
税
を
設
〈

る
に
R
A
ば
山
制
。
斯
か
る
貧
民
に
胸
妹
可
る
可
能
性
ゐ
る
枕
苫
へ
も
・
出
来
れ
ば
、
む
L
ろ
底
止
L
た
L
Z
す
る
所

で
あ
る
の
だ
か
ら
‘
戸
数
割
を
下
級
民
に
も
及
ぼ
す
工
夫
は
出
来
る
に
り
考
へ
泊
が
良
い
l

。

(
註
ニ
五
)

カ
ウ
フ
マ
ン
は
市
町
村
出
入
輯
に
於
げ
る
克
枕
動
を
原
川
上
、
闘
に
於
吋
る
よ
り
も
高
〈
定
む
べ
し
と
い
ふ
と
と
は
、
問
時
前
提
粧

の
川
村
に
弧
き
挺
求
(
闘
に
よ
り
て
か
、
地
方
に
よ
り
て
か
、
又
は
双
方
に
よ
り
て
)
に
副
応
し
て
申
み
相
町
と
古
乱
作
る
と
ぬ

L
、
n
y

グ
ー
ー
は
、

間
接
泊
貨
枕
を
泊
っ
た
、
そ
し
て
品
位
的
な
る
兜
計
融
制
ま
布
ワ
た
市
町
利
に
て
は
、
丸
百
品
克
(
官
時
山
町
剛
山
附
科
脱

ω
姐
柑
貼
)
よ
り
も
一
層

組骨r;)f究. ーを、 5:27 
rriLl 八替、 236
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両
者
附
畑
町
に
、
地
占
的
自
兎
拾
を
拠
中
る
と
企
出
、

φ
〈
と
も
許
さ
る
べ

f
、
壇
場
合
に
は
嬰
求
す
べ
き
も
の
だ
と
い
ふ
叩

{
註
ニ
穴
)
ア
リ
ー
ド
〈
ル
グ
は
、
市
町
村
枯
正
っ
き
、
兜
枕
山
民
車
位
、
舎
一
〈
皆
別
能
力
な
〈
臨

ι救
貧
か
ら
品
開
は
れ
る
人
々
山
什
J

品
い
い
の
か
計

さ
司
令
る

E
柑
と
泊

L
・
ノ
イ
マ
ン
は
、
往
々
に
し
て
地

H
例
制
柑
山
下
限
引
凶
租
に
於
け
る
よ
り
も
侭
ぐ
定
め
ら
る
と
却
し
、
ロ
ー
マ
シ
は
、
一

.
、
.
、
‘

仙
削

ι
u
M
作
i

て
人
が
同
制
山
所
判
開
制
か
ら
拙
せ

L
れ
ざ
る
九
百
民
克
山
下
山
所
刊
の
免
除
又
は
何
き
謀
枕
を
許
さ
う
と
し
た
'
と
い
ふ
。
制
背
山

混
合
立
法
番
目
骨
主
に
て
も
、
地

b
所
御
世
山
兎
枯
却
は
呪
一
打
耐
柳
町
拾
の
水
中
上
り
M
刊
以
下
に
下
げ
ら
る
べ
仁
。
件
I
M
h
b
γ
所
得
を
民

κ前
山
到
し

な
〈
で
は
な
ら
ぬ
賃
収
捗
帥
者
山
所
得
を
伐
す
ほ
ど
に
慨
〈
て
は
た
ら
な
い
と
い

A
凶

(
龍
一
一
七
)

此
外
に
、
免
叫
知
正
侃
〈
す
る
と
と
に
は
行
政
上
回
銃
雑
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
け
れ

E
も
、
共
は
川
左
枯
の
場
合
に
は
忍
び
侍
る
も
の

で
あ
る
。
之
に
刷

L
ノ
イ
マ
ン
は
、

-
M
F拙
者
に
所
得
川
を
山
げ
る
こ
止
が
、
賦
間
徴
収
に
火
な
、
釘
勝
つ
べ
か
ら

rる
附
雌
差
別
b
L、
H
』
う

卦
正
姐
貨
に
泊
は
ず
&
い
ふ
こ
と
に
て
非
航
せ
ら
る
と
い
ふ
@

(
註
ニ

A
)

ピ
リ
ン
ス
キ
ー
は
、
市
町
村
に
て
は
.
多
〈
山
貨
同
か
ら
此

p
、
泊
め
に
琵
時
引
が
継
続
的
自
不
足
に
導
か
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が

あ
る
と
時

L
、
前
ヴ
ケ

1
位
、
地
方
に
て
は
、
地
占
拠
を
拍
，
A

に
鴇
へ
た
い
や
う
h
u
多
〈
山
義
務
省
が
あ
っ
た
り
、
又
地
お
に
よ
り
で
は
、
金
〈

義
務
省
た
リ
川
町
る
も
の
を
献
〈
が
加
を
乙
と
も
川
ず
る
小
川

c、
品
川
宜
上
、
幽
の
周
知
靴
由
椋
砕
を
下
げ
た
〈
て
は
な
ら
ぬ
こ
止
に
な
る
と
い
ふ
d

「
肱
二
丸
)

カ
ウ

7

v

ン
は
、
大
岡
山
平
均
に
て
定
的

b
れ
た
る
出
掛
枇
に
於
け
る
却
柑
叫
が
、
共
闘
的
各
地
方
に
て
H
H
ム
ペ
県
づ
た
料
情
上
山
忠
曲
曜

に
訓
〈
人
氏

ω
附
組
に
油
川
せ

υ
る
る
こ
と
と
な
っ
て
、
相
柑
給
付
能
力

ω
負
扮
に
於
て
不
公
併
が
北
ヒ
判
る
o

然
る
に
此
討
に
刷

L
地
方
山
人

枕
は
、
相
枕
義
務
内
提
ワ
た
下
阻
を
定
め
る
こ
と

vhH
り
て
、
事
目
上
内
事
的
に
二
四
良
(
地
臨
す
る
を
得
る
。
之
に
上
り
て
同
時
に
成
度
ま
さ

凶
祉
に
於
け
る
不
全
M
T

の
民
正
と
れ
は
り
得
る
と
い
五
削

結

三Z込
IiIII】

諭

叢

民l

地
方
枕
に
於
け
る
車
初
出
醐
醐
軸

第
二
十
八
巷

，、
:JL 
七

郡
江
披
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濃

第
二
十
八
巻

四

地
方
枕
に
於
け
る
巣
過
謀
説

ハ
九
八

第
五
都

以
上
要
之
、
地
方
枕
ド
は
盆
原
剣
山
適
用
ゐ
h
J
ご
い
ふ
ニ
己
か
ら
・
間
々
、

凡
べ

τ比
例
市
平
が
採
用
せ
ら
る

ぺ
き
も
の
、
加
き
説
解
が
あ
b
、
延
V

て
英
人
税
に
ま
で
比
例
税
率
が
採
ら
れ
て
居
る
の
で
ゐ
る
が
、
企
(
は
誕
・
り

で
、
夫

ω地
方
税
に
於
り
る
利
盆
原
則
は
本
来
、
能
力
原
則
通
用
の
締
助
ご
し

τ行
は
る
、
に
過
ぎ
す
、
主
芭
し

て
は
此
に
h
能
力
原
則
が
行
は
れ

且
つ
其
外
に
枇
曾
政
策
生
産
政
策
等
‘
会
盆
上
の
見
地
か
ら
枕
準
を
考
ふ
る

Z
い
ム
ニ
ご
も
ゐ
つ

τ、
地
方
税
に
於

τ、
其
三
物
税
に
て
も
緩
か
な
る
度
の
累
進
を
至
賞
正
す
る
も
の
が
ゐ

。
、
況
や
其
人
税
じ
至
。

τは
能
力
原
則
上
営
然
に
副
知
進
ピ
さ
れ
、
而
か
も
相
嘗
に
一
両
き
免
税
鮎
を
も
至
賞
正
す

る
の
で
ゐ
る
o

向
又
・
雑
柿
枕
中
に
も
枚
質
上
回
拍
進
的
至
蛍
で
ゐ

h
、
共
趣
旨
の
課
税
の
行
は
る
べ
き
品
開
地
が
ゐ

る
。
此
見
地
に
於
て
我
国
の
地
方
税
制
に
は
今
一
段
の
改
池
山
り
希
望
す
べ
き
も
の
が
め
る
吉
信
中
る
。
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